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中国の西部大開発と民族法制の課題
ーエネルギー資源開発，観光開発への国際協力が民族関係に与える影響を中心に一

小林正典

はじめに

中国は20世紀最後の年に，内陸地域の活性化を目的とする西部大開発を最重

点プロジェクトに掲げ，積極的な推進を行っている。 960万平方キロの国土を

擁する中国は，地域聞の発展が不均衡という深刻な問題を抱えており，建国以

来，沿海部と内陸部の経済格差の是正を重要な政策課題として位置付けてきた。

改革開放政策を打ち出Lて以来，主に沿海部の経済開発に力を入れてきたもの

の，西部地区との格差は，時間の経過とともに広がりを呈している。

西部地区は「地大物博(面積が広く資源が豊富)Jであり，エネルギー資源

や観光資源に恵まれており，初期投資や人件費等のランニングコストが安いと

いうメリットもあることから，長期的観点からは，近隣諸国への経済波及効果

も見込まれている。また，少数民族の中には，周辺国との国境に跨って居住す

る民族も数多く，改革開放以降は，辺境貿易が活発に推進されている。しかし

ながら，西部地区では基本的なインフラの整備が不十分なため，開発プロジェ

ク卜の進展しない状況が長い間続いてきた。かつては，外国企業の投資に固く

門戸を閉ざし，外国人の観光に関しでも，十分には開放されていなかった。

今回の西部大開発では，従来の政策を大きく転換し，外国人観光客や外国企

業投資の誘致に重点が置かれている。すでに中央や沿海地域からの経済支援が

活発に行われ始めているものの，圏内の資金に依存しているだけでは，財政的

に十分とはいえない。圏外からの経済協力を得ずして，長期の巨大プロジェク

トを円滑に推進することは困難である。それゆえ，西部大開発事業においては，

海外からの経済支援が，その成否の重要な鍵を握っていると考えられる。

西部大開発事業の推進によって，市場経済原理が少数民族地域に浸透するの

は時聞の問題である。エネルギー資源の開発に伴う環境破壊の問題も.'後述の
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ように山積している。また，外国企業の投資が増加すれば，民族関係に重大な

影響を与えることも懸念される。その点，観光事業は，文化性の高い「無煙工

業jとして評価されており([)自然環境や風俗習慣の保護との調和が期待でき

ることから，その将来性が注目されている。しかしながら，その道のりは必ず

しも平坦ではなし解決すべき課題は多い。

100年単位の長期にわたる西部大開発事業は，まだ始まったばかりであり，

現時点で事業の成否を評価することはできない。しかしながら，西部大開発は

沿海部の開発とは異なり，少数民族の文化および風俗習慣に対して，少なから

ぬ影響を与えることが予想される。中国の少数民族問題は， 21世紀の東アジア

政治経済体制を左右する重要な論点であり，懸念される問題点を事前に検討し

ておくことは，それ相当の意義があるであろう。そこで本稿においては，まず，

2000年上半期の動向から西部大開発事業の全体像を明らかにした上で，国際協

力機関および圏外企業に対する誘致政策の動向に着目 Lてみる。その上で，西

部大開発におけるエネルギー資源開発および観光開発が民族関係に与える影響

を考慮し，少数民族地域の開発と国際協力にあたっての課題を明らかにするこ

とを狙いとしている。

1.西部大開発の概要

(1)西部地域の特徴

中国の西部大開発とは，経済的に劣後する西部地域の活性化を目的とする，

21世紀の最重点プロジェク卜と理解することができょうィここで西部地域とは，

伝統的に，陳西，甘粛，青海，寧夏，新彊，四川，重慶，雲南，貴州，チベッ

ト，という合計10の省，市，自治区を指すと解されてきた。これらの地域の総

面積は約540万平方キロ程度(全国の陸地面積の約56%)，人口総数は2.85億

(全国の総人数の23%)を占めている。西部地区は鉱物資源に恵まれており，

中国全土で確認されている約140種余りの鉱物のうち，西部地区では120種余り

が確認されている。また，西部地区はエネルギー資源，観光資源に恵まれてい

て，長江と黄河の水源は，いずれも西部地区にあり，十大水利発電基地のうち

七つが，西部地区に分布している。

とりわけ，最近では，陳西，甘粛，寧夏，青海，新彊で油田とガス田が発見

され，その経済的効果が期待されている。しか Lながら，西部地区の劣後した
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経済状況は，長期にわたって形成されたものであり，短期間に現状を変えるこ

とは不可能といえる。また，長期にわたる西部大開発の主な目標としては，経

済の繁栄，社会の進歩，政治の安定，民族の団結，自然環境の整備，経済の全

方位的発展，全国平均の社会水準への接近，生態環境の整備等が挙げられてい

るl九

なお， 2000年の後半になると，上述の10の省，市，自治区に加えて，内蒙古

および広西を含めた新しい西部概念が登場するに至っている。

(2)西部大開発の背景 っ

地域経済発展の問題は，建国以来:その重要性が幾度も強調されてきた。例

えば，毛沢東は50年代に「十大関係を論ずる」の中で沿海部の工業と内陸部の

エ業との関係を正しく処理すべきことを主張している。 80年以降は，まず東部

沿海地区の対外開放を速めて先に発展し，今世紀末に東部沿海地区が中西部地

区の発展を支援するという「二つの大局」の戦略構想が，郵小平によって打ち

出された。これによって，本格的な西部地域の開発は， 20世紀末まで先送りさ

れることとなった。

最近になって中国が西部大開発に着手した理由については，曾培炎国家発展

計画委員会主任が，次のような要因を挙げている。

第一に，ここ数年来，世界lの政治・経済情勢にかなり大きな変化が見られ，

圏内経済の運営にも内需が不足し，中国経済の持続可能な発展を制約する新た

な問題が発生してきたこと。第二に，情報ネットワーク化の流れが全世界に広

がり，企業の買収・合併が盛んに行われ，経済構造と産業構造の大きな調整が

世界規模で展開されていること。第三に，黄河，長江の上流地帯の生態環境が

悪化し，水土流失がひどくなり，水資源開発が不適切なため水量が年々減少し，

黄河の流れが途切れる現象も現れる等，全流域の生態環境に重大な脅威をもた

らす恐れがあるということ。第四に， 90年代に入ってから，地域格差がいっそ

う拡大する傾向が現れてきたことへ

このような状況に鑑み，江沢民は， 1999年 6月17日に西安で開催された「西

北五省区固有企業改革および発展座談会」の席上， I機会を逃すことのないよ

う中西部地区の発展を速めねならず，とくに西部地区大開発に関する研究に力

を入れなければならない」と指摘した。これが契機となり，西部大開発が大々
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的に推進されるようになった九

(3)国務院の酉都大開発に関する重要な決定

中国の国務院はt， 2000年1月16日付で，西部大開発の推進役となる「西部開

発指導ク喰ループ」の設立を決定しt 3月21日に[2000]3号文書でこれを公表し

た。朱錯基総理がク。ループの代表となり，温家宝副総理は副代表に就任。指導

クソレープのメンバーには国務院の17省庁の部長(大臣・長官)が含まれている

ことから，西部大開発に対する力の入れようが感じられる。この「西部開発指

導グループ」の主要な任務は，次の通りである。①党中央，国務院の西部地区

開発に関する方針，政策および指示を組織ぐるみで徹底的に実行すること，②

西部地区の開発戦略，発展計画，重大問題および関連法規を審議すること，③

西部地区開発の重要な政策建議を研究して審議し，西部地区経済開発および科

学技術教育文化事業の全面的な発展に協調しi二つの文明建設を推進するこ

と151。

国家発展画委員会主任の曾培炎氏は，事務部門のリーダーとして，西部開発

指導クーループ弁公室主任を兼務する。また，中国の経済特区・深切|市の李子彬

市長も，国務院西部地区開発指導小組弁公室の副主任(国家発展計画委員会副

主任も兼務)に就任した。改革・開放を牽引した深酬の外資誘致やハイテク産

業育成の経験を，内障の発展に生かすのが狙いとされているもののt 2000年10

月21日の.f2000中国西部フォーラム」の記者会見の席上でt r西部大開発戦略

では，再び経済特区を設ける必要はない」と彼は指摘しでいる{九

弁公室の主要な任務としては，次の 4点が掲げられている。①2000年末まで

に，西部開発の全体計画を基本的に完成させる。②西部開発を促進するための

政策・措置を研究し，制定する。科学技術教育の力強い発展と人材導入のため

の政策を，重点的に研究する。③インフラ施設建設を加速し，西部地区におい

て新たな十大プロジェクトの建設を開始する。基礎条件の良い 5つのプロジェ

クトを加速させ，西部開発にとって牽引的役割が強いインフラ設備のプロジェ

クトを優先しt 78の中型・大型プロジェグトの建設に310億元を投入する。④

天然林保護プロジェクトを継続し，休耕地での造林のテストケースに取り組

む問。

国務院の西部大開発に関する重要な決定を総括すると，次の通りになろう。
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①2000年は国家の総投資の70%を中西部地区に投資。②国家が西部に投資する

3つの重要な領域は，インフラ施設の建設，生態建設および優勢産業の開発と

構造調整進行計画。③西部地区の国道主幹線建設の他， 2010年までに総額300

億元余りを投じて 8路線の自動車道の開通を重点的に計画。④西部鉄道交通建

設の計画。⑤西部の飛行場建設。⑥西部の林業およひ。生態建設。⑦西部天然ガ

スの東部への輸送o ⑧銀行貸付傾斜政策。⑨外国企業の投資誘致。⑮西部人材

資源の開発計画。⑪西部経済構造調整政策l目。

国務院の西部大開発に関する重要な決定の概要については，おおよそ以上の

通りであるが，中でも，新たに開始される十大プロジェクトは，中西部地区の

経済開発にきわめて大きな影響を与えるものであり，その概要は次の通りであ

る。

①西安=南京鉄道の西安=合肥問。全長955キロメートル。投資総額232億3

千万元。②重慶=懐化鉄道。全長約640キロメートノレ。投資総額182億3千万元。

③西部自動車道路建設(国道主幹線および国家レベル貧困県道路を含む)。国

家が建設を計画している全長3万5千キロメートルの国道主幹線のうち 1万

7千キロメートルは西部地区に位置する。昨年既に計画された一部の国家レベ

ル貧困県自動車道路建設の基礎を踏まえ，今年は更に貧困県から外部へと抜け

る道路の建設を続け，これらの貧困県と外部とを結ぶ道路がないという問題を

解決する。④西部地区空港建設。今年，西部戚陽国際空港の建設を開始し，同

時に成都双流空港，毘明亙家覇空港，西安威暢空港，蘭州中川空港， ウノレムチ

空港を中心とした航空ネットワークを建設する。⑤重慶市高架鉄道交通(較場

口=新山村線路第一期工事)。第一期工事の全長は13.5キロメート Jレ。投資総

額32億5800万元。⑥柴達木盆地渋北=西寧=蘭州を結ぶ天然ガス・パイプライ

ン。全長953キロメート Jレ。パイプライン輸送能力は年間20億立方メート Jレ。

⑦四川紫坪鋪および寧夏黄河沙披頭水利ターミナル。四川紫坪鋪水利ターミナ

ル・プロジ品クトの投資総額は約62億元，ダムの貯水能力は11億立方メートル，

発電所の発電能力は76万キロワット。寧夏黄河沙披頭水利ターミナノレ・プロジェ

クトの投資総額は約13億元，ダムの貯水能力は2600万立方メート Jレ。プロジェ

ク卜完成後，新たに増加され改善される謹概面積は約8万ヘクターJレ，発電力

は年間 7億キロワット時。⑧中西部の休耕造林(草)および生態建設および育

種プロジェクト。今年から長江上流の雲南，四川，黄河中流・上流地区の陳西，
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甘粛等13の省・自治区で休耕造林(草)テスト・プロジェクトを実行。休耕面

積は約34万ヘクタール。同時に荒れた山や土地で，約43万ヘクタールの人工造

林を実行。水土流失が深刻な地区および生態環境破壊が進んだ地区で，生態総

合管理プロジェクト関連投資を実行。⑨青海カリ肥料プロジェクト。塩湖の資

源の総合利用につながり，青海地方の経済発展を促進する。⑩.西部地区の大

学インフラ施設建設。 2000年の国債発行で得た資金を西部地区の大学教育，実

験用インフラ施設建設，大学勤務の社会化改革プロジェクトに重点的に投入し，

それによって西部地区における大学人材育成条件を整える九

既述の通り， 2000年の国債発行で得た資金および国家の財政割当金と国際市

場で提供される優遇的な政府借款および国際金融機関により提供されるローン

の，それぞれ 7割を西部地区に投入することが決定済みである。「十大プロジェ

クト」は，この財源に依拠する形で，実施されることになっている叱

(4)西部大開発の部長承毘重要プロジヱクト

2000年 9月末現在，部長レベルの承認を受けたプロジ品ク卜としては，次の

8分野がある。①水源調査 0999年12月4日，国土資源部長の周永康が承認、)，

特別に西北地区と南西岩溶石山地区の探水の事業を強化するために，地下水資

源の総量と採取量を予測し，供給可能な大型・中型の水源を決めて，西部の水

不足問題を緩和させる。②資金給付 (1999年12月22日，国家開発銀行頭取の陳

元が承認)，今後一定の聞，国家開発銀行は西部大開発への貸付けに重点的に

取り組み，陳西省に対し190億元の貸付けを行い，陳西省の固有企業の発展を

重点的に支持するという合意に署名。 2000年 2月16日には，国家開発銀行の成

都支庖と四川省との聞で530億元の貸付を行う合意が成立。③道路建設 (2000

年 1月12日，交通省部長の黄鎮東が承認、)，今後2010年まで，従来の計画に基

づき西部地区の国道を引き続き拡大建設する一方で， 8本の大道路建設プロジェ

タ卜を重点的に実施する。④鉄道建設 (2000年 2月178，鉄道部部長の侍志賓

が承認〉鉄道部門を西部大開発のために先行させ，第10次 5ヵ年計画期間にお

ける西部鉄道の基本建設への投資を1000億元とする。 2005年までに鉄道の長さ

は1.8万キロメートルを達成し，今後5年間で約3000キロメートル増やす。 ⑤ 

減税 (2000年 l月14日，国家税務総局局長の金人慶が承認)2000年 1月 1日か

ら，西部地区の外資企業の投資を奨励するために，現行の優遇政策の期間終了
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後の3年内は企業の所得率を15%とする。⑥人材派遣 (2000年 1月17日，人事

部部長の宋徳福が承認)，人事部が制定する西部人材資源開発計画の中で， r物
を見て，人を見ない」という方針を変え，東部沿海地区の科学技術方面の人材

を派遣し，技術投資，経営請負等の多種の西部建設に参与する。また， r戸口

不遷，身分保留，往来自由」の新しい政策を実行する。⑦航空支援 (2000年 1

月21日，中国民航総局局長の劉剣峰が承認)，国家は西部の交通の不便な地域

の支線運輸を発展志せ，地方政府と共に空港の建設計画を行い，成熟したプロ

ジェクトに対して優先的に支線空港建設，支線航空路線増加，支線航空機の配

備を行い，国産飛行機を積極的に使用する。⑧造林 (2000年2月15日，林業局

党組織構成員の楊継平が承認)，今後10年聞に1000億を投資して西部の生態建

設を行う。主な建設は内モンゴルの天然林，長江上流，黄河の中流と下流の生

態管理，東北，西北，華北の防砂のための砂漠改造工事，東北とその他の省の

防護林造成00。

(5)中国科学院の「西部地区行動計画」

中国科学院は，陳宣聡副院長をトップとする「西部地区行動計画」指導グルー

プを設立し，西部地区開発の重要なプロジェク卜を統一的に組織するとともに，

2億5千万元を投入して科学者たちが「西部地区行動計画Jに参加することを

決定し，次のいくつかの分野で活動を展開している。①ハイテクの手段を運用

しながら西部地区の国土資源と生態環境の現状を調査し，国家西部地区の環境

資源データパンクを設立し，西部地区開発戦略の科学的根拠を提供する。②西

部地区の典型的な自然生態区に設立された22の野外活動ステーションを基礎と

して，西部地区の環境・生態監視ネットワークを整備し，いくつかの地区で，

環境整備と生態農業モデル区を設立する。③青海の塩湖資源の開発，西部地区

の石油・天然ガス資源の開発と総合利用を重点、とし，カギとなる技術の共同開

発を組織し，新エネルギーの開発と普及をめざす。④西部地区の豊富な生物資

源をめぐって，生物資源と生物多様性の保護を強化し，人類の重大な疫病に対

し高い治療効果を持つ薬物を探すとともに，西部地区の自然環境に向く高収量

で，優良な薬物の品種を育成する。⑤西部地区の開発をめぐって，優秀な若い

科学者を西部地区開発に関するさまざまな科学技術活動に参加させる。⑥西部

地区開発のマクロ政策決定の面で，ベテランの科学者に諮問の役割をいちだん
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と発揮させる曲。

2.少数民族地域におけるエネルギー資源開発および観光開発

(1)エネルギー資源開発と環境保護

西部大開発に対する各指導者の見方は，いずれもエネルギー資源開発と環境

保護の問題に着目している。国務院の西部大開発に関するいくつかの重要な決

定の中でも，西部の林業および生態建設や西部天然ガスの東部輸送が掲げられ，

十大プロジェク卜の中でも，柴達木盆地渋北=西寧=蘭州を結ぶ天然ガス・パ

イプライン建設，四川紫坪鋪および、寧夏黄河沙披頭水利ターミナル建設，中西

部の休耕造林および生態建設・育種プロジェク卜，青海カリ肥料プロジι クト

等，資源の総合利用による経済発展の促進に重点が置かれている。

また，拡産資源の開発・利用は西部大開発戦略を実施する上で重要な地位に

あるとされ. r二種類の資源，二つの市場」という原則に基づいて外資を積極

的に誘致すべく，一連の奨励政策が制定されている。

この他中国気象局は，西部地区の生態環境を保護するため，生態環境の動態

観測と推定評価の強化，関係部門に向けた観測情報と科学的根拠の提供，水資

源不足対策として人工降雨雪量増加プロジェクト等の具体的施策を取りまとめ

ているヘ

ただし，資源開発が成功を収めるには，輸送環境の整備が前提となる。すで

に「西気東輸」戦略によって，西部の天然ガスを東部に輸送するプロジェクト

がスター卜している。また，交通部の胡希捷副部長も「西部開発フォーラム」

において，今後10年間で西部地区に15万キロメートルに及ぶ自動車道路の建設

を計画しており. 2010年までに，中国は，西部において国道の主幹線を基本的

に建設し，そのうちの大部分は高速道路として建設する旨を発表した問。さら

に「第9期五カ年計画」の重点プロジェクトである，青蔵自動車道路の羊八井二

世薩区間の修復工事が4月15日に開始される等間，輸送交通環境の整備に向け

た活動が徐々に動き出しつつある。

6月5日の世界環境デーの前には，朱舘基首相がテレビに出漬し，環境保護

の重要さを訴える等，中国は環境問題を相当重く見ている状況にある。西部地

域では，むやみな森林伐採や耕地開発によって環境が悪化し，黄河等への土砂

流出や砂漠化が進んでUる。このため，西部地域では道路等のインフラ整備が
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進まず，西部は発展の波に乗り遅れたともいわれ，中国当局は，砂漠化防止等

環境保護に特に力を入れている問。

今後中国は，西部地区での自然保護区の建設の歩みを速め，今後10年以内に，

国家と地方が西部の14省(直轄市，自治区)において270ヵ所の自然保護区を

設ける予定である。これによって，総面積は現在の約6300万ヘクタールから

1.28億ヘクタールへと増加し，全国土面積において占める比率は6.56%から13.

33%に上昇すると見込まれている。西部地区の長江，黄河，珠江等の大河川の

水源地は，多くの野生動植物が生息しており，全国の生態環境に重大な影響を

及ぼす地域である。それ故，国家林業局は.2000年になって特別資金を拠出し，

自然保護区の新設を予定している。なお，同局は，地方林業行政主管部門に対

して，自然保護区建設を長江上流，黄河中・上流の生態保護区建設プロジェク

卜，天然林保護プロジェク卜および近々実施される防砂管理プロジェクトを計

画に組み入れるよう要請している個。

以上に述べたエネルギー資源開発と環境保護の問題に対処するには，相当な

資金と技術力を必要とすることから，中国圏内だけで解決することは困難であ

る。それ故，圏外の国際協力機関やNGO等からの人的，物的，資金的支援が，

緊急の課題として要請される状況にある。しかしながら，そのような支援が，

はたして少数民族地域にとって積極的な効果をもたらすのかについては，さら

に踏み込んだ考察が必要であろう。

(2 )観光開発と少数民族の風俗習慣の保護

エネルギー資源開発には，巨額の資本投資が必要となり，高度な技術水準が

要求される。したがって，中国の県レベル以下の行政機関や民間企業は，下請

けとして開発に参加することは可能であるとしても，元請として開発事業を推

進していくことは困難である。これに対して観光事業は，交通アクセスの問題

がある程度解決されるという前提に立つ限りにおいて，県レベル以下の行政機

関や民間企業，あるいは個人レベルでも，開発に参加できる可能性が高い。す

でに，西部大開発の促進に向け，年内に西部地区の20の空港を新設または拡張

し.50億元の資金を投入する計画が発表されている。

成都，毘明，ウルムチ，敦埠，漉1'1、1.北海...13.末，格ホ木の各空港が改築さ

れ，四川省の広元，綿陽，挙枝花，九案溝，重慶市の万州，貴州省の銅仁，雲



34 一橋研究第26巻 1号

南省の思茅，臨槍，甘粛省の中JIIと新彊ウィグル自治区の阿勅泰，庫車には，

新たに空港が新設される構想が発表されており，少数民族地域への観光客の交

通アクセス改善に，大きな役割を果たすことが期待されている九また，昨年

の出入国者が延べ25万人を数え，その人数が毎年約20%ず.つ増加している四川

省・双流国際空港は，国務院からピザ発行所開設承認を受けており，外国人が

中国への入国許可(ビザ)を持たずに四川省を訪れた場合，成都の双流国際空

港に到着後，有効なパスポートを保有していれば，四川|省出入境管理部門によ

り入国ビザの発行の手続きを受けることができる等，観光客の便宜を図る動き

が登場してきた回。

始皇帝陵墓や兵馬庸博物館等の世界的観光スポットで知られる西安市では，

観光業が急成長を続けており， 200年上半期の観光収入は54億元に達している。

特に注目すべき点は，ビジネスを目的とした旅行客の増加が目立つことである旬。

ちなみに，最近の少数民族地域を訪れる観光客は，都市部だけでなく全体的

に年々増加傾向にある。例えば1999年の新彊地区は，海外からの観光者を延べ

約22万人を受け入れており，圏内の観光客も延べ700万人が同地を訪れた。年

聞の観光収入は，同地区の圏内生産総額 (GDP)の5.6%を占めたとされる由。

中国は，一部の地域で観光規制を継続する一方で，年々観光施設を整備L.
西部地区でも主要な都市のほとんどは開放地区となっている。しかし，チベッ

ト自治区では未開放地区が多く，中に入る場合は，現在地の公安機関にパスポー

トまたは居留証を持参し，必要書類に記入して申請し，旅行(許可)証を取得

しなければならない場合が多い。ちなみに，中国における外国人の旅行に関し

ては， 1986年2月1日から施行された「中華人民共和国外国人入境出境管理法」

の第20条および第21条が適用される。第20条は「外国人は有効なパスポートあ

るいは居留証を保持して，中国政府が規定した外国人に対する開放地区へ旅行

できる」とし，第21条では「外国人は，外国人に対し開放していない地区へ旅

行する場合は，必ず当地あるいは居留地の公安機関を通じて旅行証を申請する

必要がある」と規定しており，これらの条項に違反した場合は処罰の対象とな

る。

にもかかわらず，最近チベットを訪れた観光客は，圏内だけでなく海外から

も増加傾向を示している。西蔵観光局の張万生局長が明らかにした， 2005年ま

でに国内外の旅行客140."万人の誘致目標によると，海外からは延べ24万人(年
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間増加率15%)，圏内からは延べ116万人(同25%)，観光収入15億 5千万元が

見込まれており，同局長は，観光収入を地区内総生産 (GDP)の10%前後まで

引き上げたいなどの考えを明らかにしている図。

しかし，観光開発は，積極的効果だけでなく，少数民族地域に対して，消極

的効果をもたらす恐れがある。安易な旅行客の接待や娯楽施設の乱立がまかり

通るようになると，伝統文化の拠点、が性風俗産業や暗博産業の拠点になりかね

ず，少数民族の文化基盤に打撃を与えるとともに，深刻な社会問題を引き起こ

す可能性がある。観光開発に伴う人口移動も，民族関係に与える影響が大きい

と考えられる。

(3 )開発と人材の派遣・育成・移動

東部地区の発展は，圏外の優秀な頭脳から得た成果によるところが大きかっ

たとされているが，西部大開発においても，人材の養成，技術の導入が大きな

カギを握っている点に変わりはない。エネルギー資源開発と環境保護，あるい

は観光開発と少数民族の風俗習慣保護育成の課題を検討するに際しては，開発

と人的資源の問題を検討する必要がある。

中園の人事部門は，西部開発で，現有の人材の利用と人材導入を結び付け，

一連の措置を取り，西部人材資源開発計画を推進している。 2000年10月に公表

された西部大開発の優遇政策・措置においては，人材を誘致し，科学技術と教

育を発展させる政策が打ち出されている冊。

さらに国家外国人専門家局は，西部地区へ赴任してコンサルティング活動を

行う外国人専門家を招轄すると同時に，西部地区の関係専門職員を圏外で教育

を受けさせることによって，インフラ建設を加速させ，生態環境保護と持続可

能な発展を促進させようと試みている。すでにイスラエル，日本等の国から37

名の農業，林業，牧畜業等分野の経験豊富な専門家が採用され，新彊，寧夏，

青海，四川省等の地域で新種の養殖技術，節水農業技術のアドバイスや，耕地

を森林に戻し草を植えて牧畜を発展させること等を指導する予定になっている。

また，外国からプロジェク卜管理の専門家を募集し，西部地区の交通，エネ

ルギー.水利事業等の分野において，インフラ建設プロジェク卜を管理する特

別教育チームと研究討論会の開設が提示された。都市計画と建設，都市管理，

区域経済発展，輸出入貿易，ハイテクゾーン管理，企業技術と管理診断，環境
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と生態保護等の 7つの分野において実践経験を持つ外国人専門家を選出し，西

部地区の一部の省，市，県政府の特別諮問顧問を担当しながら，コンサルティ

ングサービスを提供してもらう方針とのことである問。

党中央では，西部大開発戦略の配置を確実に実行するため，西部地区および

その他の少数民族地区における，指導者グループと幹部の強化策が打ち出され

た。中央組織部，中央統一戦略部，国家人民委員連合会も， 12000年から2009

年に向けて西部地区とその他の少数民族地区の幹部を，中央，国家機関，経済

発展地区へと派遣い職業訓練を受けさせるための活動計画」を制定している。

この「計画」では.毎年，西部地区やその他の少数民族地区の幹部の中から

400ないし500人程度を中央，国家機関あるいは経済発展地域へ派遣し，半年間

職業訓練を受けさせることを企画している。 10年間で，西部地区やその他の少

数民族地区のために，延べ 4千人から 5千人の党，政府の幹部，科学技術の人

材，経済管理の人材を育成する構想である冊。そして，第10次5ヵ年計画にお

いても，西部大開発戦略の中で，人材の養成・起用・誘致に力を入れ，幹部の

交流を進めることが盛り込まれている冊。

とはいうものの，少数民族地域においては，まだまだ優秀な技術者が不足し

ている。また，技術者だけでなく，国際協力の担当者も足りないのが現状であ

る。例えば，現在，国際協力事業団(JICA)の専門家が派遣されているのは，

北京の他，上海，天津，福州，武漢，葉刷、N，洛陽，ハルビン，大連，南京，済

南等の東部沿海地域を中心とした大都市部に集中していてベ西部地域におい

ては，まだまだ専門家の派遣が進んでいない段階にある。資金面だけでなく，

人的な面での協力体制が確立されない限り，西部大開発に関する国際協力活動

は，効果を期待することはできない。

少数民族地域の経済開発を推進する上では，外部の優秀な人材を投入するこ

とが必要であることは疑いない。しかしながら，そのことが少数民族地域の民

族関係に，大きな影響を与えることを理解しておく必要がある。人的，物的，

資金的な援助が少数民族地域に入り込むことによって，民族関係がどのように

変化し，問題が発生するのか。この点については，後ほど，世界銀行の中国西

部地区貧困対策における青海省の人口移動をめぐる問題と関連させて，若干の

考察を試みることとする。
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3.国際協力機関および外国企業による経済開発支援

(1)中国側の西部大開発に対する支援策

既述の通り，国家発展画委員会主任の曾培炎氏は.2000年の国家総投資の70

%を中西部地区に投資することを明言しており，すでに公表されている外資へ

の3年聞の法人税15%免除以外の具体的な優遇措置が.2000年10月21日に，国

家発展計画委員会副主任兼国務院西部開発弁公室副主任の王春正氏によって報

告されている。

この他，国家開発銀行は. 236億元の貸付金を提供し，四川省のインフラ建

設，基礎産業，ハイテク産業の発展を支援するとの決定がなされている。双方

の合意によると，国家開発銀行が提供するローンは，四JlI省大竹=重慶聞と，

南充=広安聞の高速道路，九案、溝観光空港およひ'南ア河水利発電所，福堂水利

発電所等の大型建設プロジェクトの建設に充てられる。また.重慶市インフラ

建設に向け，今後 3年間で127億7千万元の貸付を提供することも発表されて

いる。合意によると，貸付金は，道路整備プロジェクト 5件，都市建設プロジェ

クト 4件，空港拡大プロジェクト 1件と電力プロジェクト l件を含む，岡市の

インフラ建設プロジェクトに充てられる予定とされている冊。さらに，同行蘭

州支屈は，今後5年間，甘粛，青海，寧夏の 3つの省に対し，前年の約 2倍に

あたる年額50億元超の貸付を行うことを決定している倒。

また，中国輸出入銀行の羊子林頭取は，中西部地区の輸出プロジェク卜の優

先，信用貸付の拡大，機械電子産業およびハイテク製品を輸出する大手企業と

大型プロジェクトの融資支援を表明し，中西部地区に対する外国政府借款の転

貸プロジェクトを優先し，同地区のインフラ，農林，環境保護，エネルギー建

設を強化する予定であることを公表した則。

しかしながら，経済効率の悪い内陸部への投資原資を圏内資本に依存するだ

けでは，長期間の開発計画を推進することができない。そこで，国際協力機関

の援助と外国資本の誘致が必要となってくる。国際協力機関および外国企業に

対する中国の期待は非常に大きく，これに呼応するかの如く.2000年8月8日

には.r西部大開発国際協力連盟」が北京で設立されている旬。
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(2)国際協力機関および外国企業に対する中国の期待

これまで中国は，西部地域への門戸を閉ざしてきたが，西部大開発では，従

来の方針を改め，国際協力機関および外国企業に対し，経済援助や投資を求め

て積極的な呼びかけを行っている。外国業者の西部大開発への投資をいかに誘

致し，どのような優遇措置をとるかについては，曾培炎国家発展計両委員会主

任が次のような構想を打ち出している。「西部大開発を実施するため，中国は

西部地区の改革・開放の度合いをいっそう高め，実行可能な政策を制定して外

国業者が西部開発に参与するよう誘致する。現在，中国はすでに外国業者の対

中西部地区投資を奨励する優遇政策を制定した。例えば，中西部地区に設立さ

れる国の奨励を受ける外資企業に対して，現行の税収優遇政策実施期隈満了後

の3年内は.15%の税率で企業所得税を徴収することになっている。中西部地

区の省都にある経済技術開発区を国家クラス経費技術開発区にし，こうした開

発区に投資した外資企業は，優遇政策を享受できる」園。

1999年11月24日には，北京で中日双方投資促進機構の第九回合同会議が聞か

れ，石広生対外経済貿易部部長が，外国投資者の対中投資が新たな発展チャン

スに直面しているとしながら，日本企業を含む外国投資者が大いに力を発揮す

ることができることを強調している九

その後.2000年3月16日には，対外経済貿易部でWTO加入交渉首席代表を

務める竜永図氏が，国際組織と外国政府の開発援助プロジェクトは西部大開発

で重要な役割を果たすとの期待を表明し，中国政府が今後国際開発援助プロジェ

クトを導入する際，西部に重点を置くことを強調した。竜永図氏は，対外経済

貿易部が主催する「西部大開発戦略オリエンテーション」で，西部大開発は，

環境を犠牲にすることなく，経済と生態環境を同時に発展させるものであり，

これは国際組織と外国政府の発展援助政策に合致するものであることを表明し

た。 90年代から，中国東部沿海地区の経済の発展につれて，国際無償援助協力

は中国の中西部地区に投入され始めている。

なお，中国企業連合会の陳錦華会長は.2000年4月17日国内外の企業家に向

け，中国政府が打ち出した西部大開発戦略は大規模なビジネスチャンスである

とした。同氏は「世界経済フォーラム・ 2000年中国企業サミット」の席上，

「東部・西部貿易座談会」では 1千億元を超える契約が行われた旨を公表し，

西部は人，土地等のコス・トが低い等，外資にとっては魅力的であることをアピー
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ルしているへ

以上に述べた，中国側の西部大開発に対する熱い期待を背景に，外国企業の

西部投資に関しては，次のような各種の優遇措置が打ち出されている。

(3 )西部地域への外国企業の投資に対する優遇措置

曾培炎氏は，外国企業が西部大開発に投資することをいかに誘致するかとい

う「北京週報」記者からのインタヴューに対して， r西部大開発を実施するた

め，中国は西部地区の改革・開放の度合いをいっそう高め，実行可能な政策を

制定して外国業者が西部開発に参与すtるよう誘致する」と回答している園。

その後，対外貿易経済協力部の石広生部長は， 2000年3月13日，第 9期全国

人民代表大会第3回会議における記者会見の席上，西部大開発戦略の実施に当

たり，中国は外資系企業の中西部地区への投資推奨のため，一連の優遇政策を

検討している旨を公表した。具体的な優遇措置については，以下の通りである。

①西部地区の優良な産業やプロジェクトを選択し，専門的な外資系企業投資

産業指導目録を制定する。この目録に選ばれたプロジェクトは， r外資系企業

投資産業指導目録」に記された，様々な奨励プロジェクトにおける優遇政策を

享受することができる。②西部地区に建設される国家が推奨する外資系投資企

業について，現行の徴税優遇政策の適用期間終了後3年間， 15%の税率徴収企

業所得税に基づき，減税が行われる。③外資系投資企業の西部地区における再

投資プロジェクトについて，外資比率が25%を超える場合，外資系投資企業に

相当する待遇を享受できる。④東部地区のテスト地域での開放分野やテスト・

プロジェクトについては，西部地区においても同時にテストを行うことを許可

する。⑤東部地区の外資系投資企業が西部地区において，外資系投資企業や圏

内資本企業に対する請負，経営，管理を行うことを許可する。⑥西部の各省，

自治区，直轄市の省都，区都における経済技術開発地区は，許可を経て，国家

レベルの経済技術開発区として昇格することができるヘー

さらに，外資系企業による中西部地区投資を誘致するため，中国政府は相次

いで一連の奨励政策を打ち出した。中国は外資系投資企業に向け，更に多くの

投資分野を開放，外資企業が小売業種に参入できる都市は，中西部のあらゆる

省，会，都市に拡大されている。また中西部地区の電信，保険市場も少しずつ目

外資系企業に向け開放される予定であり，同時に外国企業に対する株式権割当
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額の制限も更に緩和される。中西部地区では，様々な形式を用いた外資利用分

野が新たにスタートしている。外資系企業との合資，協力といった伝統的な外

資利用方法以外にも， BOT，プロジェクト融資，プロジェクト経営権の譲渡

や証券融資等，新たな外資利用方法も取り入れられる予定である。その他，中

西部地区で国家が推奨する外資系企業投資産業，製品の技術水準が高く，圏内

のニーズが大きいと思われるプロジェクトに対して，その製品の輸出に対する

制限が更に緩和されることになっている曲。

鉱物資源開発の面では，国土資源部の奨志全・報道スポークスマンが 5月

31日に行われた国務院の報道弁公室による記者会見の席上，外資系企業による

西部の鉱業への投資奨励策として，以下4項目を公表した。①今後中国は，海

外の非法人企業に対し，探鉱権を許可する。②海外の非法人企業は国土資源部

に直接に探鉱権および地質調査許可を申請することができる。③西部地区およ

び辺境の貧困地域における鉱産資源の探査・開発活動に向けた資金を導入する

ために，国土資源部は現在， I探鉱権および採鉱権の使用料減免規則」の研究，

制定を積極的に進めているo' ④鉱産資源の探査・開発・採掘を行う外資系投資

企業は，外資系投資企業および外国企業に関する国家の税収面での優遇政策を

享受することができる。⑤鉱産資源の総合的利用に投資する外資系企業，ある

いは圏内の中・大型鉱山企業と共同で技術協力を展開する外資系投資企業は，

一定の優遇政策を享受できる。⑥外資系投資企業が西部地区で鉱産資源の探査・

開発・採掘に投資する場合，探鉱権使用料，採鉱権使用料が l年目は全額免除，

2年目は半額免除される園。

そして， 6月には，西部大開発を促進するために，税収政策の制定が進めら

れていることが公表された。関係者によると，新たな税収政策は，西部地区の

ニーズを者層し，国際慣例と合わせ，外資導入の促進にとって有利なものにな

るとのことである。優遇税制の制定は主に，投資の推奨，導入，人材誘致，技

術イノベーションの推奨，産業構造の調整，特色ある産業の発展，環境産業等

を考慮して行われることとされているヘ

6月22日には，北京において，中国国家経済貿易委員会，国家発展計画委員

会および対外経済貿易部が， I中西部地区の外国企業の投資に適した産業リス

ト」を発表した。リストに記載された255項目の産業に投資する場合，外国企

業は免税等の一連の優遇政策を享受することができる。このリストには，中西
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部地区の20の省，自治区，直轄市の特徴的産業が記されており，農牧業生産物

の再加工，観光業の発展，植樹造林，鉱産資源の開発，交通インフラ施設の建

設，新型電子部品の開発・製造等に重点が置かれ，外国企業の投資が奨励され

ている。また， リストに記載されたプロジェク卜に関しては. I外国企業投資

の指導暫定規定」による優遇政策を享受することができ，例えば，投資総額の

範囲内で輸入された自社使用の設備の場合，課税が規定されている商品を除い

て，関税および輸入環境増値税が免除されることが取り決められたへ

(4)国際協力機関および圏外企業の反応

中国の少数民族地域では，これまでにも国際機関による経済支援が行われた

事例がある。例えば，世界銀行の中圏西南部貧困救済活動・広西プロジェクト

では，行政村を基本単位とした総合貧困救済活動が展開されてきた結果，今年

3月までに，校舎240棟，学習場所575ヶ所を建設，貧困学生延べ16万3千人を

支援し，教師およそ 8千人を育成するに至っている。しかしながら，内陸部の

少数民族地域に対する国際機関の経済援助は，まだまだ発展途上の段階にある。

それでは，西部大開発事業の推進活動に関して，国際協力機関および圏外企業

の反応はどうであろうか。いくつかの目立った動きを時系列的にまとめると，

次のようになる。

まず，日本国際貿易促進会は2000年3月16日，第47固定例会議を開催し，中

国の西部地区に対する開発と投資を，新年度における対中経済貿易活動の重点

とする乙とを決定した。会議では r2000年度活動方針と計画」が採択され，

「長期的な相互信頼J.I多様化およびハイレベル化J.r資金，技術，市場の結

合」という 3つの戦略方針が打ち出された。貿易促進会ではまた，新年度の活

動の重点として，以下のプロジェクトが打ち出されている。①2000年の貿易額

は700億ドルを目指し.2005年には 1千億ドルを目標とし，日中貿易の発展を

積極的に促進する。②対中投資，特に中国の西部開発に対する投資を促進する。

③中国の固有企業改革に協力し，技術と人材の交流を更に推進する。④様々な

サービスおよび情報を積極的に提供し，日中経済貿易協力を推進する。⑤中国

各地との交流や協力を強化する。中国の対日投資，観光，その他の交流活動を

促進する。両国間の新たな貿易分野とJレートを拡大する曲。

また，新任の世界銀行東アジア・太平洋地区副局長のカッサム (Kassum)
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氏が 3月17日に北京で発表した内容によると，今後3年内に，世界銀行は少な

くとも10億米ドルの借款を中国西部地区のインフラ建設および治水工事等のプ

ロジェクトに提供するとのことである。同氏はまた，世界銀行が積極的に中国

政府の西部大開発戦略を支持し，今後数年の戦略研究や資金の面で支持を与え

ていくと述べ，世界銀行が西部の各省区やその他の地区とを結び付ける交通イ

ンフラの整備，西部開発のもたらす環境汚染の減少，投資コストの削誠と投資

の品質を保証する措置等の戦略問題に対し，積極的な協力を行うことを希望し

ていると表明した。紹介によると，世界銀行は中国ですでに220以上のプロジェ

クトを支持しており，借款の総額は300億米ドル以上で，中国は世界銀行の最

大借款固となっているヘ

なお，重慶市では，西部大開発の重点プロジェクトである，上海=成都間国

家幹線道路の一部高速道路プロジェクト(梁平=長寿)，都市給水プロジェク

ト，環境保護モデル都市プロジェクトについて，日本政府から346億5600万日

本円 (26億9200万人民元相当〉の貸付金を受けることになっている刷。

さらに，国連の秘書長補佐兼UNDP管理局局長を務めるヤン・マンセン氏は，

2000年11月5日の中国農業ハイテク・フォーラム開幕式の席上，西部大開発戦

略を賞讃するとともに，協力関係の拡大の意向を述べている個。一方，アジア

開発銀行 (ADB)も，中国の西部大開発に対する援助を拡大し，今後3年間

に中国へ向けて総額35億ドルの資金を提供することを発表している。この援助

資金の利息は約 6%であり，政府開発援助(ODA)の有償援助等に比べると

若干高いものの，返済期限は20年と長期であり，プロジズク卜が完成するまで

の間，返済期限を 4-5年繰り延べることができる点に特長がある。また，日

本が出資して設立した「貧困救済のための日本基金J(総計9000万ドル)から

約2300万ドル，経済運営指導費用から1300万ドルを， 2000年度の無償援助とし

て中国に提供することが公表されている九 「

しかしながら，西部大開発に対しては，外国側の消極的な見方も多い。例え

ば， 99年8月28日，中国訪問中の日本の河野外務大臣は，中国の唐家臨外交部

長と約 3時間にわたり外相会談を行った。会談の席上，唐部長より，中国政府

は西部大開発について具体的な構想を検討中であり，日本側の理解と協力を得

たい旨の発言があった。これに対し，河野外務大臣からは，広東国際信託投資

公司 (GITIC)等ノンパ yクの債務処理，鉄鋼輸入規制，加工貿易新管理制度，
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保険会社の認可，日本商工会の認可等の投資環境面での進展が見られず，企業

は中国における投資にはリスクが大きいと感じている旨を述べ，これらの問題

の解決を求めた。さらに唐部長は，債務返済については法律に則って，公開，

公平，公正の原則に従い処理を進めること，債務者の利益を最大限守ることを

明言し，日本の金融機関との ζれまでの良好な関係に鑑み，今後も債務者への

配慮に努力したい旨を述べている問。

西部開発には2000年だけでも387億人民元(約5000億円〉の資金が投入され

る予定であるが，国土の57%もの面積を占める地域全体の開発には西側の資本

や技術が不可欠とされる。しかし日系商社の代表の中には， r四川省の成都や

雲南省の昆明等に駐在員事務所を聞いているが，なかなか投資がしにくい状況

だ」と注文をつけ，遅れた地域ほど利権がからみ，汚職等がはびこる傾向があ

り，外資にとって安心できる環境は整備されていない，といった問題点を指摘

する意見もある。国家開発銀行は， r西部開発債」という長期国債を発行し，

圏内の商業銀行や個人投資家向けに販売する準備を進めているが， 92年に故郵

小平氏が発展の加速を叫んだのを契機に発生したバブル現象の後遺症の再発も

懸念される醐。

(5 )国際協力機関および外国企業が考慮すべき点

西部地区は，インフラ整備の点で劣後しており，管理者の人的資源に乏しく，

労働力の資質が比較的低いという問題点をかかえている。しかしながら，政治

協商会議委員の羅康瑞氏は，①西部地域はまだ全面的に開発されておらず，市

場の競争力はわりに弱く，発展の潜在力が大きい，~豊富な土地，エネルギー，

鉱物・生物資源がある，③労働力が相対的に安い，④国家が西部投資への傾斜

優遇政策を制定した，⑤西部地区の重慶，西安等の重点都市は優秀な科学研究

障を擁しており，科学技術の含有量と付加価値増大が可能な製品の協力開発の

面で一定の潜在力を持っている，と主張している。

現在，中国は西部地区の金融，保険，電信等十投資分野の開放を推進してお

り，企業者がこの地区に投資し，企業を設立する条件とその持株の割合等を緩

和する傾向にあることは，公有制の観点からも問題点が指摘されるところであ

る。中国は，引き続き外国業者の西部地区への投資を奨励する政策，措置を予

定しており，これらの政策・措置の実施によって，外国企業に確実な収益を与
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えることが可能であると主張しており，中国西部地区の省，自治区も，かねて

から国際協力を求め続け，経済発展に努めているとされる。西部大開発への投

資が，収益的に魅力的であるか否かはともかくとして，西部大開発は，援助機

関や投資企業に何らかの期待を与えるだけの特長は備えている。例えば， 8月

8日には「西部大開発国際協力連盟」が発足し，シーメンス社や丸紅等が一次

会員となっているヘ

もちろん，援助や投資には，必ず何らかの安定した資金的源泉が存在し，そ

れを欠くならば，援助や投資は短期的なものに終わってしまう。また，援助や

投資は，協力者側にとって，何らかのメリットをもたらすものでなければ，長

期間継続するものではない。この原理に照らして西部大開発を評価するならば，

長期間の援助に対応可能な国際協力機関および外国企業を除けば，西部大開発

は，必ずしも魅力的事業として評価されるわけでもない。

ところで，協力体制に余裕のある国際協力機関および外国企業にとって，援

助や投資のメリットとは，何であるのか。もぢうんその答えは，一義的に決定

しうるものではないであろう。しかしながら，援助や投資のメリットは，それ

を与える側の基準だけから評価すべきものではない。発展途上国へ企業進出に

関しては，まずもって現地の人々のニーズに応えるものか，現地における経済

的波及効果は大きいか，自立的経済発展に資するか，といった現地の視点から

考えられるべきであろう冊。要するに，発展途上国への援助や投資は，それを

受ける側の基準を重視して評価しなければならないということである。この場

合，援助や投資を受ける側とは，単に人的，物的，資金的供与を得る直接の受

益者だけでなく，何らかの間接的波及効果を受ける者を含めて考える必要があ

ろう。さらに，その援助や投資がなされることによる機会原価をも考慮しなけ

ればならない。もっとも，間接的波及効果の程度や援助，投資の機会原価を認

識，測定することは，それほど容易なことではないが，本稿ではこの問題に深

く立ち入らないこととする。

西部大開発は，経済的に劣後する西部地域の活性化を目的とする事業であり，

西部地域は，劣後した立場に置かれがちな少数民族が多く居住する地域である。

したがって，国際協力機関や外国企業は，まず，中国圏内に55に識別された少

数民族の置かれた情況を十分に理解しておく必要がある。例えば，援助や投資

の形で機材を供与する場合は，使用マニュアルが現地オペレーターの使用する
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言語に合致しているかどうか，事前に確認しておかねばならなし、。場合によっ

ては，少数民族が使用する言語に翻訳する作業も含めて，援助や投資計画を立

案する必要があろう刷。

また，西部地域では民族問題について十分に留意する必要がある。これまで

閉鎖的であった地域に援助や投資が行われるならば，外部からの人的，物的，

資金的な流れが活発になるものと考えられる。その結果，民族関係に与える影

響は大きく，場合によっては，民族紛争等の消極的効果をもたらす場合もある

ことを想定しておく必要があろう。

さらに，少数民族居住地域への強制移住の問題は，援助を行う国際協力機関

および外国企業に対して，西部大開発に伴う複雑な問題を提起するものであ

るへとりわけ，青海省の人口移動計画に関する世界銀行プロジェクトの問題

は，以下に述べるように，匡|際協力の難しい側面を援助側に鋭く突きつける結

果となった。

(6)世界銀行の西部地区貧困対策と青海省の人口移動計画をめぐる問題

1999年 6月24日の世界銀行理事会では. 16億ドルにのぼる中国西部地区貧困

対策についての採決が行われた。ところがこの貧困対策の中に，砂漠化した青

海省西寧の一部住民(主に漢族と回族からなる農民) 5万7750人を，西へ約

300キロ余り離れた海西蒙古族蔵族自治州の都蘭県へ移住させるプロジェクト

4億ドルが含まれていたことから. 24カ国のうち，米，独がチベッ卜民族への

人権抑圧につながるとして反対を表明し，さらに 4カ国が採決を棄権するとい

う異例の事態となった。結果的に同プロジェクトは賛成多数で承認されたが，

世銀の調査小委員会が認めるまで，融資の支出はしないとの附帯条件がつけら

れた。最終的に，同プロジェクトの資金は，中国側が独自に調達することで，

本件融資の決着を見る結果となった。この青海地区プロジェク卜は. 16億ドル

の貧困対策3プロジェク卜の lつであり，事業には. 10万ドルの融資が予定さ

れているにすぎなし、。しかしながら，西寧がダライ・ラマの生誕の地であるた

め，話が政治色を帯び，米国内の非政府組織 (NGO)を中心に. Iチベット

民族への人権弾圧に手を貸すもの」との反発が強まったとされている。中国は，

同プロジェク卜に反対した園に対し，二国間交渉で不利益な立場に置くと表明

した。日本は小淵恵三首相の訪中を控えて中国側に配慮し，調査小委員会を活
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用する折衷案を提案したものの，米国の度発姿勢に変化はなかったとされてい

る日。

この事例は，中国西部地区貧困対策の一部のプロジェクトをめぐる問題が，

最終的には大国を巻き込んだ国際政治の問題にまで発展する結果となったこと

を物語っている。ちなみに，中国で民族関係の調整を目的とする制度は，他で

もなく民族法制である。しかしながら，現行の民族法制は，上述の問題に対し

て，何ら解決策を提示することができない。西部大開発の影響による民族関係

の変容とその消極的効果に対する改善策を検討するにあたっては，現行の民族

法制の概要を理解した上で，その調整機能の限界性についても十分に認識して

おく必要がある。

そこで，以下においては，西部大開発が民族関係に与える影響を考察し，民

族関係の変容に対して民族法制が取り組むべき課題を明らかにした上で，民族

区域自治法改正の問題にも触れ，少数民族地域の開発と国際協力にあたっての

課題を浮き彫りにしていくこととする。

4.少数民族地域の開発と国際協力にあたっての課題

(1)西部大開発が民族関係に与える影響

1999年11月15日には.中国のWTO加盟に関して，米中間での合意が取り交

わされたことから，中国圏内市場においてこれまで制限されてし沖，金融，法

律，会計，医療等の分野への外国企業の進出も確実に増えてぐるととが予想さ

れ，日本の大手企業では，すでに日立製作所が2000年10月30日，中国政府が現

在実施している西部大開発に環境，エネルギー，交通等の分野を中心に子会社

を通じて本格参入することを発表している師。このような動きが活発化するに

つれて，中国の政治体制のあり方や企業の製品・サービス競争力が間われるよ

うになる。中国を取り巻く国際経済環境の変化の中で，西部大開発が開始され

たことの意義は大きく，エネルギー資源の開発と環境保護の問題，さらに観光

開発と少数民族の風俗習慣保護の問題を検討する上で，西部大開発が民族関係

に与える影響の積極性と消極性を，早急に見極めておく必要があると思われる。

なお，近時，西部大開発が民族関係に与える積極的，消極的影響を分析した論

文が公表されている。西部大開発の積極性だけを取り上げる文献が多い中，民

族関係上の消極的見地からも西部大開発を考察している点で興味深い論文であ
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り，その内容を要約すると次のようになる。

まずこの論文は，西部大開発の民族関係に対する影響を， I西部大開発の民

族関係に対する積極的影響」と「西部大開発を実施する過程において，民族関

係上発現する可能性のある矛盾と問題」に大別し，各々，政治，経済，文化の

角度から考察を行いながら，西部大開発に伴う諸問題に，積極かっ慎重に取り

組まねばならないとしている。

前者に関しては，①西部大開発は，民族地区の現代化を実現し，民族聞の経

済文化等の分野における事実上の不平等問題を解消し，少数民族の政治的理解，

政治的態度，政治的感情および政治的行為を安定化させる効果が評価されてい

ること，②西部大開発の実施によって民族聞の労働力人口の移動が一般的にな

り，民族の雑居程度が深まることによって，民族関係がより密接になるという

こと，③西部大開発は伝統的観念に大変革をもたらし，民族聞の思想感情の交

流が増大し，相互理解が深まること，が指摘されている。

これに対して，後者に関しては，次のような指摘がなされている。①政治的

利益を求めて発言権や自主権の要望が高まっているが，法律制度が不備であり，

民族区域自冶法が不完全な現状において，民族地区の経済開発が軌道に乗らな

ければ，少数民族の幹部と大衆は挫折感と不平等感を覚え，党の民族地区に対

する懐疑心を抱かせ，民族地区社会の主要な矛盾が激化する。②西部大開発は

長期の事業であり，一定期間は東部地区と西部地区の経済文化の格差は解消さ

れず，主体民族と少数民族の不均衡な現象が継続する。国家企業や外資企業，

東部発展地域の企業および少数民族地域の企業の聞で経済的分配の不平等が発

生すれば，民族関係に矛盾をもたらすことになる。③民族聞の文化交流が頻繁

になると，各少数民族の文化に影響を与え，文化上の矛盾や衝突を引き起こし，

ひいては民族や国家の利益を無視する事態すら起こりうる回。

なお，筆者は以上の見解を，中国の民族政策の特質を明確に反映したものと

見ている。まず，積極的影響に関して，中国では「中華民族の一体化」が重視

され，各少数民族の権益は，中華民族の団結という枠内でのみ尊重されるとい

う点を踏まえておく必要がある。つまり，少数民族個人の権利よりも民族集団

の権益が重視され，民族集団の民族の権益よりも，国家の権益が重視されると

いう構造になっているのである。そして，少数民族の権益という場合は，一般

に集団的権利を指すものと理解されている。また，中華民族の一体化と民族の
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団結を実現するために，漢族の少数民族地区への移住を積極的に推進してきた

歴史がある。西部大開発の民族関係に対する積極的効果を引き出すためであれ

ば，中国は人口移動を強力に推進する可能性がある。そうなると，現在よりも，

さらに散雑居する少数民族の劃合が高くなるものと思われる。

また，民族関係上発現する可能性のある矛盾と問題について，政治的利益を

求めて発言権や自主権の要望が高まるならば，法整備が優先課題であるとする

のが，国際協力を積極的に推進する先進諸国の一般的見解であろう。しかしな

がら，共産党の一党独裁体制の下で民主集中制を採用する中国では，法整備よ

りも党の権威維持を優先する傾向にあり，民族法制の整備は，後回しにされる

可能性が高い。また，西部大開発事業の初期の段階は，東部地区と西部地区の

経済文化の格差が解消されないだけでなく，西部地区内部における経済格差の

問題が深刻化する恐れもある。経済的分配の平等を実現するだけの法整備も，

まだ不完全な段階にあり，西部大開発が貧困地域全体の救済に資するまで，ま

だ相当長期間を要するであろう。さらに，少数民族の中でも経済的に劣後する

集団に対して，伝統文化を継承するために必要な予算を配分する制度が十分確

立されておらず¥民族交流の進展が，文化上の矛盾や衝突を引き起こすまで至

らなくとも，劣後する少数民族の文化的基礎を弱体化する可能性も否定できな

い。

したがって，エネルギー資源の開発と環境保護の問題，さらに観光開発と少

数民族の風俗習慣保護の問題を考える場合，援助を受ける中国側と，援助を実

施する先進国側との間では，同じ援助活動に対しても，その着眼点の次元が異

なるという点に留意しておく必要がある。中国側が改革開放初期と同様に，国

家利益を最優先とする政策を採るならば，環境保護の問題も少数民族の風俗習

慣保護の問題も，ともに国家利益の観点、から捉えられることとなり，最も弱い

立場にある個人レベルの救済に関しては，重点的配慮がなされない恐れがある

ということを，援助する側は十分に理解しておく必要がある。

(2)民族関係の変容に対する民族法制の課題

以上述べたように，西部大開発が民族関係に与える影響の大きさは，計り知

れないものがある。最近では，西部大開発を円滑に推進するために，西部大開

発法の立法化を要請する見解も散見される。また法整備に関しては， 2000年4
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月10日に成都市が，西部大開発にとって不利益であり，経済発展の妨げとなる

恐れがある90の政策文書，具体的には，①経済発展促進にとって不利益な政策

文書。例えば，固定資産規模と新しいプロジェクトについて，不適当な制限を

規定する書類，固有企業改革と国有資産価値の維持や増加にとって不利益な書

類，正常な経済秩序の維持に不利益となる書類，個人・私営経済発麗にとって

不利益な書類等，②財政・税収・金融面の改善に不利益な政策書類，③需要増

加の刺激にとって不利益な政策文書，④更なる開放にとって不利益な書類，⑤

社会事業発展や都市管理等にとって不利益な政策文書，を廃止または訂正する

と発表しているヘ

また，中国共産党中央政治局の尉健行常務委員が， 2000年 7月24日，国家法

官学院を訪れ， r第 1期西部地区末端人民法院院長育成クラス」で講義を行い，

「社会主義市場経済は法治経済である。整った法治環境がなければ，社会主義

市場経済システムの建設や改善は不可能である。まず法律を完全なものとし，

西部大開発の促進に役立っための法律・法規の研究と制定を急ぎ，西部大開発

実施での法的根拠を保障する一方，これらの法律が厳正に執行されるよう，司

法面から効果的に保障するべきである」と強調した。

さらに，既述の通り，国務院西部地区開発指導グループ弁公室は2000年10月

の r2000・中国西部フォーラム」の記者会見の席上，西部大開発を重点支援す

るための政策措置を実施し，西部開発の加速に役立つ良好な政策環境の構築に

力を入れていくことを明らかにした。王春正・国家発展計画委員会副主任兼国

務院西部開発弁公室副主任の紹介によると，西部大開発を支援する優遇政策措

置の骨子は次の通りである。①中央財政的建設資金の西部地区引当て率を増や

す。②財政の移転支出に力を入れ，中央の西部地区に対する一般性移転支出の

規模を徐々に拡大する。③金融貸付による支援を拡大する。④投資のソフト面

の環境を改善する。⑤税収面の優遇政策を実施する。⑤土地および鉱物資源の

優遇政策を実施する。⑦外国企業が投資できる分野を拡大する。⑧外資利用ルー

トを拡大する。⑨対外経済貿易の発展に力を入れる。⑩地域間協力と業種間支

援を推進する。⑪西部地区の人材発掘，人材確保，人材による創業奨励に役立

つ政策を制定する。⑫科学技術計画の経費面で西部地区を優遇し，科学技術資

金の西部地区引当額を徐々に増大する。⑬西部地区に対する国の義務教育に力

点を置き，資金投入を増やし 9年間義務教育の早期実現に努める。⑭国が計
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画する地方文化施設建設補助，テレビラジオ建設投資および文物経費の面で西

部地区を優遇する師。

上述の政策は，法律的根拠に基づいて執行されることが予定されている。し

かしながら，このような西部大開発に対する法整備の動きは，いずれも市場経

済体制への転換を円滑に進めるための施策が中心である。確かに，少数民族地

域では，既得権益への執着を払拭できない政策担当者が，腐敗の温床となる事

態も懸念されるので，西部大開発を適正に推進するために，いわゆる西部大開

発法の立法化は必要であろう。しかしながら，筆者は，西部大開発法が立法化

されても，民族関係の調整効果は期待できないと考えている。なぜならば，西

部大開発法は，あくまでも西部大開発の促進に役立つための法律法規であり，

民族関係の調整を目指すものではないからである。民族関係の調整機能を担う

のは，あくまでも民族法制の法律法規であり，西部大開発法は，民族法制の一

部を構成することになるとしても，民族法制全体にとって代わるものではない。

次に民族法制に着目すると，その市場経済体制への転換に対して，まだまだ

法整備が遅れている点を指摘せざるを得ない。とりわけ民族区域自治法は，

2001年 2月28日に改正されたものの，実効性を担保するための条項は設けられ

ていない。また，散居，雑居する少数民族に関しでも，いわゆる散居法を立法

化すべきとの見解がある。そ ζで，最後にこの 2点について，若干の検討を行

うこととする。

(3)民族区域自治法の改正と散居法および自治条例の制定

既述の通り，西部大開発が民族関係に与える影響は，非常に大きいと考えら

れる。それ故，西部大開発は，民族関係の調整を目的とする民族法制と関係を

有していることは明らかである。民族法制は，民族区域自治法の{也，各法律に

おける民族関係の関連条文の条項，および自治条例・単行条例，その他の行政

通達等によって構成されている。しかしながら，中国ではこれまで民族法制が

調整対象とする民族関係の範障を，①国家と民族自治地方の相互関係，②国家

と散雑居する少数民族聞の相互関係，③各弁数民族聞の相互関係，④各民族内

部の関係，と規定するに留まりベ外国の援助機関や外国企業との聞で発生す

る渉外的法律問題をその範暗に含めていない。

また，立法当初から..改正前の憲法第118条，改正前の民族区域自治法第 6
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条，同第25条，同第26条，同第29条において. I国家計画の指導の下」でのみ

民族自治地方の自主的活動が認められることが規定されており，外国の援助機

関や外国企業が，中央を通さず直接的に民族自治地方と交渉しうる余地は無い。

この他，同第28条 l項は. I民族自治地方の自治機関は，法律の規定に従い，

当地の自然、資源を管理し，保護するJとし，同第62条1項が「国家は，民族自

治地方で資源を開発し，建設を進める場合，民族自治地方の利益に配慮し，民

族自治地方の経済建設にとって有利なように配分し，当地の少数民族の生産お

よび生活に配慮しなければならない」と規定しながら，第28条2項では「民族

自治地方の自治機関は，法律の規定および国家の統一計画に基づき，その地方

で開発できる自然資源を優先的に合理的に開発し利用する」となっており，国

家統一計画の範囲内でのみエネルギー資源や観光資源の開発利用が容認される

にすぎなかった。その一方で，同第45条では「民族自治地方の自治機関は，生

活環境および生態系を保護，改善し，汚染およびその他の公害を防止する」と

規定するに止まり，上級国家機関が環境保護のために財政的に困窮する民族自

治地方を支援する，といった規定を置いていなかった。

さらに同第31条では. I民族自治地方の自治機関は，国家の計画購入・調達

任務を達成したのちの工・農業産品およびその他の地方特産品の運用に自主的

に取り組む」とされ，第59条2項でも「上級国家機関は，民族自治地方の工・

農業産品およびその他の地方特産品の買い付け・調達計画を策定するにあたっ

て，民族自治地方および生産者の利益に配慮し，合理的な調達基数および買い

付け比率を確定しなければならない」として，計画経済の色彩を強く帯びた規

定が置かれたままになっていた。

人的資源の活用と移動に関しでも，同第62条が「上級国家機関に属している

民族自治地方の企業・事業単位は，人員を募集し採用するとき，当地の少数民

族の者から優先的に募集し採用しなければならない」と規定するだけで，上級

国家機関に属していない民族自治地方の企業・事業単位については，人員を募

集し採用するに際して，当地の少数民族の者を優先する義務が規定されていな

い。また，労働者等の人口移動に関しては，同第43条が「民族自治地方の自治

機関は，法律の規定にもとづき，流動的な人口を管理するための弁法を制定す

る」と規定するだけで，他の地域から労働者等の大量の人口移動が行われるに

際して，事前に受け入れ先の民族自治地方の意見に配慮すべき旨の規定は置か
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れていないという問題も指摘される。改正後の民族区域自治法の検討は，稿を

改めて分析を行うこととするが，市場経済の進展に合わせた条項が盛り込まれ

る一方で，西部大開発との関係においては，まだまだ多くの課題が残されてい

る。

なお，民族郷，民族鎮および民族村は，自治機関から除外されているので，

少数民族が一定地域に集居する場合であっても.民族区域自治法の適用を受け

ることはない。また，自治条例によって，民族自治地方の情況に合わせた規定

を設けることも考えられるが，民族郷，民族鎮や民族村は自治条例を制定する

ことができないので，観光開発に参加しようとする民族郷や民族村に関しては，

いわゆる散居法を立法化する方法や，少数民族地域の観光開発に関する特別立

法を制定する等によって，その保護を図る必要がある。なお，この点に関して

は， 2000年 7月1日から施行された立法法の関連規定と合わせて検討しなけれ

ばならない。さらに，環境アセスメントの実施，環境会計の導入と環境監査の

義務付け，少数民族住民の開発計画策定への参加についても，法整備を進める

必要があると思われる。このような施策を有効に実施するためには，政策決定

に参加し，民族権利を享有する主体となる自治機関のユニットを，現在の自治

区，自治州，自治県よりも細分化する必要があると思われるが，これらの点に

ついては紙面の関係上，別の機会に論ずることとしたい。

むすびにかえて

これまでの考察結果から，西部大開発には，積極的効果と消極的効果の並存

していることが明らかになった。経済発展の概念に関しても，従来型の「工業

化」と環境に配慮した循環型経済を提唱する「持続可能な発展」とが混在して

いるように解される。ただ， 2000年における西部大開発に関する中国側の誘致

活動を見る限り，資金的な要請が先行し，民族関係に与える影響という観点か

ら，西部大開発の功罪を論ずる研究は，きわめて少ないのが実情である。国際

協力のドナー側も，ただ単に資金協力や人的支援をすればいいというわけでは

ない。中国の西部地区の中には，貧困から教育を受けることができず，非識字

率の高い地域もある。こういった地域で，外部からの投資が成果をあげるため

には，地域に暮らす人々の労働能力を向上させるための配慮も不可欠である。

たとえエネルギー資源開発の拠点を新設したとしても，現地の労働者の技能
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水準が一定程度のレベルに達していなければ，外部から労働者を募集しなけれ

ばならなくなる。仮に漢族の労働者を少数民族地域に大量に移住させる結果に

なれば，元から居住していた少数民族に対して，大きな打撃を与える結果とな

りかねない。

また，伝統文化を積極的に発展，向上させ，観光開発に活かしていく仕組み

がなければ，安易な旅行客の接待や娯楽施設の乱立がまかり通るようになる。

そうすれば，伝統文化の拠点が性風俗産業や賭博産業の拠点になりかねない。

中国では，市場経済体制への転換に伴って，権力を手にした幹部たちが，さま

ざまな手段で手に入れたお金を使って接待を受けたり，性的交遊に興じたりす

る腐敗ぶりが，深刻な社会問題となっている曲。

少数民族地域では，各地域の特色を帯びた伝統文化が継承されている。しか

しながら，従来型の経済開発を優先する視点に立てば，環境保護の問題も少数

民族の風俗習慣保護の問題も，ともに国家利益の観点、から捉えられることとな

り，最も弱い立場にある個人レベルの救済活動に関しては，重点的な配膚がな

されない恐れがある。いずれにせよ，少数民族地域の開発と国際協力を実践す

るに当たって，援助する側は，中国の少数民族地域の現状と立法上の不備な点

に関して，十分に理解を得ておく必要がある。その上で，国際協力の実施が，

中国の少数民族に対してどのような影響を及ぼすのかを，事前に検討しておか

なければならない。そのような配慮を欠くならば，医|際協力の本来の趣旨が活

かされないばかりか，国際人権規約との抵触や，青海省の人口移動計画をめぐ

る問題に見受けられるような，国際的非難を浴びることにもなりかねないであ

ろう。国際開発が，逆に少数民族地域を混乱させるといった事態を招かないた

めにも，援助，投資を行う側と中国側の双方が，第10次 5ヵ年計画でも採用さ

れている「持続可能な発展 (sustainabledevelopment) Jへとパラダイムを転換

し，環境と開発の調和を実現しうるような人間開発 (humandevelopment)に

重点を置きながら，西部大開発の民族関係に与える積極的効果と消極的効果を

よく見極めた上で適切な対応をする必要があろう。
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